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４ 重点整備地区における整備活用 

「３ 整備活用の進め方」に沿い具体的な整備と活用を例示する。範囲内容確認調査に

より現行の史跡範囲よりも橋野高炉跡の範囲が広がっていることが確認されているが、高

炉跡の中心となる遺構は現行史跡であることは変わりない。このなかで、見学に時間的制

約がある場合には３番高炉周辺のみを見学するという傾向が見られることや、現行におい

て、史跡北側がキャンプ場として活用されており、広い空間が確保されていることから、

第5-1図のような場の利用を想定した。 
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第5-1図 史跡活用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①史跡範囲の確定(範囲内確認調査） 

②高炉の周辺の石積元位置の確認 

③石垣の測量（水路・日払所・山神社・大門等） 

④史跡内の遺構確認(範囲内確認調査H20以降） 

 

整備例として  

⑤大門の復元 

⑥高炉の石組固定 

⑦日払所の復元（ガイダンス施設・S=1/5高炉模型） 

⑧見学者休憩所の撤去 

⑨水路石垣の修復 

⑩高炉内の道路の整備(高炉東側の国有林に抜ける道の新設） 

⑪駐車場及びトイレの整備  

⑫高炉内各遺構の復元  

（史跡全体）散策路の整備  

      説明板・標柱の整備  
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第６章 管理・運営及び体制整備 

１ 基本方針 

橋野高炉跡は市北西部に位置し、交通の便が良いとはいえない場所にある。このことか

ら、釜石地域に分布する近代遺産や周辺に分布する歴史・文化的資源と連携が不可欠であ

り、保存管理等には、それらを管理する多くの行政機関や市民がかかわることとなる。そ

こで、管理・運営及び体制整備の基本方針を次のとおり設定する。 

（１）行政内部における体制強化 

橋野高炉跡の保存管理にかかわる行政機関は、国有林管理者(林野庁・三陸中部森林管理

署) と釜石市があげられる。また、文化財行政に係る文化庁や岩手県教育委員会、地域振

興あるいは近代遺産の活用に係る経済産業省や釜石地方振興局等、こうした関係機関が保

存管理に関する共通認識を形成し、情報交換等を行う機会を確保することができるよう、

体制の強化に努める。 

（２）市民参加の機会の拡大（ボランティアとの連携等） 

橋野高炉跡の保存管理に当たっては、日常的に橋野高炉跡を見守り続けている市民の理

解と協力が不可欠である。橋野高炉跡の保存に関する市民団体や、近代遺産に係る研究機

関・団体などとの協力を深め、その意見を反映できるような仕組みを検討していく。また、

個人レベルでの市民の参加機会を拡大するための施策を検討していく。 

（３）市民・企業等と行政との協働とその仕組みの構築 

地元企業等の協力も依頼して、市民や企業等との協働のための組織づくりに努める。一

方で、持続的継承を支える人材確保や財源確保のため、民間人材や資金の活用等も視野に

入れて仕組みを検討していく。 

２ 体制整備 

（１）段階的な取組の実施 

今後、本計画に基づいて、保存管理を行うに当たり、早急に取り組むべき内容と長期的

な視点で取り組むべき内容があることを考慮して、短期的及び長期的な二つの段階を設定

し、取組を進める。 

＜ステップ１＞ 

多くの関係機関が適切な役割分担の下に連携していく体制を強化するとともに、市民参

加の機会の増大を図り、将来における市民と行政の協働の可能性を検討していく。 

＜ステップ２＞ 

市民と行政の役割を明らかにしたうえで、市民や企業等が積極的に協働して、橋野高炉

跡を守り、橋野高炉跡の価値を高め、持続的に継承していける仕組みを構築する。 

（２）当面の取組 

史跡「橋野高炉跡」の管理・運営は、市及び地元の方が行ってきている。これらのこと

から、管理・運営に当たっては、これまでの体制を基に、保存管理の基本方針と方法を徹

底していくことに主眼を置き、行政内部における体制強化を図るが、特に次の項目につい

て十分考慮する。 

① 管理に係る関係機関の連携・支援体制の強化 

保存管理に係る関係機関の間において、管理に関連する事項等の緊密な情報交換や保存管
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理に係る助言・支援が行えるような体制の構築を図る。体制構築に当たっては、必要に応

じて会議を開催し、緊密な情報交換や意見調整を行う。 

また、史跡に隣接する周辺区域や、関連する近代遺産や文化的・歴史的資源においては、

これまでと同様に市並びに関係機関が管理・運営への取組を進めていくことになるが、保

存管理の基本方針と方法への理解を深め、協力を得ていく必要がある。このことから、史

跡にかかわる関係機関間の会議に必要に応じて参加を求め、常に保存管理に関する共通認

識の形成に努めることが望ましい。 

② 市民・企業と行政との協働 

当面は、保存管理計画に基づく取組を推進するが、将来的には、橋野高炉跡を適切に保

存管理していくため、市民・市民団体・企業と行政が協働できる仕組みを幅広く検討して

いく。 

③ 意識啓発のための企画推進体制の強化 

地域住民を始め市民が橋野高炉跡を誇りにし、橋野高炉跡を構成する文化財の適切な保

存管理のあり方について認識を共有できるよう、関係機関や市民団体等に対して、学校単

位や個人単位で市民が参加できるような各種の学習・交流事業の開催を促していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡めぐり 範囲内容確認調査 
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   以下は省略する。 

 

附属資料１：釜石市橋野高炉跡調査検討委員会保存管理計画策定に関する委員

会設置要綱 

 

附属資料２：橋野高炉跡発掘調査報告書 

 

附属資料３：文化財保護法等に係る規定 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


